
資料４

諮問及び諮問理由等（建築分科会）

諮 問

高齢化対策、環境対策、都市再生等、２１世紀における新たな課題に対応する

ための建築行政のあり方について

諮問理由

我が国は、２１世紀を迎え、国民生活や経済活動の場としての建築物の整備の

あり方について次のような課題に直面しており、新たな時代に対応した建築行政

を確立する必要がある。

第一に、我が国の経済社会の状況が、成長型から成熟型へと本格的に移行して
いる中で、都心居住の推進や国際化・情報化に対応した高度な業務機能の集積を
図るなど、都市構造の再編に重点を置いた対策が必要とされている。さらに、新
たな居住・就業形態や複合市街地等に対応し、地域の自然的・社会的条件に即し
た規制の検討が必要との指摘がある。こうした状況のもと、現行の建築基準法の
いわゆる集団規定に関し、我が国の都市を、文化と歴史を継承した、豊かで快適
な、さらに国際的にみて経済活力にも満ち溢れたものへと再生するための規制の
あり方について検討する必要がある。

第二に、近年、住宅等に使用される建材等から室内空気中に発散するホルムア
ルデヒド等の化学物質により健康への影響が生じる問題、いわゆるシックハウス
問題が社会問題化している。このような課題に対して、室内空気中の化学物質に
よる健康への影響に配慮した建材、換気設備等の基準のあり方及び室内空気中の
化学物質問題に関する技術開発のあり方について検討する必要がある。

第三に、高齢社会の到来や障害者の社会参加を求める意識の高まりを踏まえ、
生活の基本的かつ中心的な場である建築物を高齢者・障害者を始めとして誰もが
円滑に利用できるよう整備することは社会的な要請となりつつある。一方、公共
交通機関及びその周辺地域の高齢者・障害者対応、さらには高齢者に対応した居
住環境の整備に向けた関連法制度の整備が急速に整いつつあり、建築物に関して
もより一層のバリアフリー化が求められている。このような社会の動きを踏まえ
、高齢者及び障害者の利用に配慮した建築物の整備のあり方について検討する必
要がある。

第四に、近年、地球の温暖化やオゾン層の破壊、生態系の変化といった様々な
環境問題の深刻化が指摘されている。これらの環境問題の中には、民生用のエネ
ルギー消費に伴う二酸化炭素排出が今後大きな伸びが見込まれること、大きな資
材消費を行う建設業がリサイクルに大きな責任を負っていることなど住宅・建築
物に直接・間接に関わるものが少なからずある。このような課題を踏まえ、住宅
・建築物の省エネルギー対策の強化、リサイクル促進施策のあり方等について検
討する必要がある。

以上が諮問を行う理由である。



築分科会審議事項について建

Ⅰ 建築行政関係

１．都市再生の実現のための建築規制のあり方

（視点）
・都心居住の推進や国際化、情報化への対応
・特に、都市再生に寄与する民間都市開発の推進

（検討方向）
・街区を単位とした合理的な規制手法の導入
・用途地域毎の形態規制（容積率等）のメニューの拡充

２．シックハウス問題に対応した建築のあり方

（視点）
・建材等から発散する化学物質による室内空気汚染・健康被害の防止

（検討方向）
・建築基準法による建材、換気設備等の規制の導入
・室内化学物質問題に関する技術開発のあり方

３．バリアフリー化された建築物の整備促進

（視点）
・高齢者・障害者の社会参加基盤の構築

（検討方向）
・不特定かつ多数の者が利用する建築物（デパート、ホテル、公共施設等）について

バリアフリー化の強化

４．地球環境問題に対応した建築物の省エネルギー対策、リサイクル対策の充実

（視点）
・民生用エネルギー消費に伴う二酸化炭素排出量の増大見込みへの対応
・住宅・建築物に関するリサイクル対策の推進

（検討方向）
・建築物の省エネルギー基準の強化、徹底方策
・建築資材のリサイクル推進方策の推進

Ⅱ 営繕行政関係

官庁施設のストックの有効活用のための保全指導のあり方

（視点）
・官庁施設のライフサイクルコストの低減、長期的耐用性の確保

（検討方向）
・保全に関するマネジメントサイクルの確立のための保全指導方策
・保全に関する技術基準の再評価、保全業務に対する支援方策等



部会の設置について

（根拠法令）国土交通省設置法 （平成１１年法律第１００号）
社会資本整備審議会令（平成１２年６月７日政令第２９９号）

１、組織図

社会資本整備審議会 建 築 分 科 会 部 会

国土交通省設置法 社会資本整備審議会令 調査審議事項に応じて
第６条、第１３条 第６条 設置する。

２、設置する部会
当面、次の部会を設置する。

①室内化学物質対策部会
○シックハウス問題に関する事項を調査審議する。

②集団規定のあり方部会
○建築基準法の集団規定に関する事項を調査審議する。

③官公庁施設部会
○官公庁施設の保全に関する事項を調査審議する。

④建築物バリアフリー対策部会（仮称）
○建築物のバリアフリー問題に関する事項を調査審議する。

＜平成１３年１０月１１日建築分科会決定＞




